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午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．高校生の県内就職の促進に向けた取組に

ついて

教育委員会

１．県内企業の魅力を高校生に伝える取組に

ついて

○協議事項

１．委員会報告書骨子案について

２．その他

出席委員（12人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 島 田 俊 光

委 員 太 田 清 海

委 員 岩 切 達 哉

委 員 来 住 一 人

委 員 西 村 賢

委 員 濵 砂 守

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

商工観光労働部次長 菓子野 信 男

部参事兼商工政策課長 黒 木 義 博

経営金融支援室長 門 内 隆 志

産 業 振 興 課 長 野 間 純 利

雇用労働政策課長 天 辰 晋一郎

企 業 立 地 課 長 日 高 幹 夫

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教 育 次 長
川 越 良 一

（教育政策担当）

学 校 政 策 課 長 飯 干 賢

事務局職員出席者

政策調査課主査 深 江 和 明

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

○横田委員長 皆さん、おはようございます。

それでは、ただいまから、みやざき創生対策

特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてですけれども、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、商工観光労働部、教育委員会にお越

しいただき、高校生の県内就職の促進に向けた

取組、県内企業の魅力を高校生に伝える取組に

ついて、概要説明をいただきます。

その後、委員会報告書の骨子案等について御

協議いただきたいと思いますが、このように取

り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩
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午前10時２分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

商工観光労働部、教育委員会においでいただ

きました。

早速ですけれども、概要説明をお願いいたし

ます。

○中田商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部長、中田でございます。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

さて、本日のテーマとなっております高校生

の県内就職の促進につきましては、御案内のと

おり、本県の高校生の県内就職率が２年連続全

国最下位となっておりまして、私どもとしても

大変重く受けとめているところでございます。

その要因といたしましては、都会への憧れで

ありますとか、希望する職種の有無、県外企業

との給与の差など、なかなか解決が容易でない

ものもあります一方で、学校の先生や生徒、保

護者の方々が、県内の企業のことを十分に知ら

ないということや、県内企業もやっぱりアピー

ルが不足しているのではないかということで、

取り組む課題というのはあるのではないかと認

識しているところでございます。

このため、県におきましては、県内企業の魅

力を高校生に伝えるため、企業と学校とのネッ

トワーク強化や高校生と企業との出会いの場の

提供などに取り組んでおります。

また、高校生にとって、魅力ある雇用の場の

確保ということも大変重要でありますので、フ

ードビジネスなどの成長産業の振興や中核企業

の育成、さらには企業誘致などにも力を入れて

いるところでございます。

今後とも教育委員会や宮崎労働局等としっか

りと連携しながら、高校生の県内就職の促進に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、委員の皆様におかれましては、引き続

き御理解と御協力をお願いいたします。

さて、本日はお配りしております特別委員会

資料の目次にありますとおり、商工観光労働部

からは、高校生の県内就職の促進に向けた取組

について御説明をいたします。

詳細につきましては、担当課長から御説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○天辰雇用労働政策課長 雇用労働政策課でご

ざいます。

委員会資料の１ページをごらんください。

商工観光労働部の高校生の県内就職の促進に

向けた取組について御説明いたします。

まず、１の県内企業と高校のネットワークの

強化についてでありますけれども、高校生の県

内就職を促進するためには、県内企業と高校が

共通認識のもと、連携して取り組むことが重要

でありまして、そういった関係を構築するため

に、これまで以上に企業と高校の接点をふやし

ていく必要があると考えております。

このため、（１）にありますとおり、私立高校

と県内企業をつなぐ役割の県内就職支援員を配

置しまして、高校への県内企業情報の提供や高

校と企業の接点づくりに取り組んでおります。

また、県内就職支援員は、教育委員会が県立

高校に配置しております就職支援エリアコー

ディネーターとも情報共有、連携しながら、県

全体の取組を促進しているところであります。

そこの実施状況にありますとおり、それぞれ

の地区を担当します県内就職支援員を５名配置

しまして、企業の具体的な業務内容や育成方針

など、求人票だけでは伝わりにくい企業情報の

高校への提供や、学校内で実施します職業講話
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等のコーディネートのほか、高卒採用の経験の

ない企業に対しますアドバイスや、高校の進路

指導担当者への紹介などの支援を行っておりま

す。

次に、（２）でありますけれども、県内企業と

高校の相互理解を深めることを目的に、企業の

人事担当者と高校の進路指導担当者等が意見交

換を行います座談会形式のワークショップを県

内３地区で２回ずつ開催しております。

これまで企業と高校の担当者が顔を合わせる

機会は限られておりましたけれども、参加者か

らは企業と学校の交流は非常に重要であり、今

後も連携していきたい、また、学校現場の忙し

さがわかったので、企業が学校側に出向いてＰ

Ｒする、そういったことを考えていきたいといっ

た声をいただいております。

次に、２ページのほうをごらんください。

２の生徒と企業の出会いの場の提供でありま

す。

これまで高校生と企業のマッチングの場とし

ましては、３年生の秋の時期に、内定者を対象

としました就職面接会を実施しておりましたけ

れども、県内就職を促進するためには、生徒が

進路を決める前に県内企業の魅力をしっかり伝

えることが重要でありますので、今年度は１年

生から３年生の各学年ごとに、地元企業の魅力

に直接触れる機会の提供に取り組んでおります。

まず、（１）ですけれども、就職を希望する３

年生を対象にしまして、３年生の生徒への求人

票の公開は７月が解禁になっておりますけれど

も、その解禁前の６月の時期に、宮崎労働局、

教育委員会との共催で、県内３地区での合同企

業説明会を開催いたしました。

実施状況にありますとおり、３地区合計で企

業123社、高校生約1,500名に参加していただき

ましたけれども、参加者のほうからは、知りた

い企業情報を得ることができて今後の就職活動

の参考になった、また、もっと早い時期に開催

して、進路を決める前に多くの生徒が地元企業

を知ってほしいといった感想をいただいており

ます。

次に、（２）ですけれども、これは高校１年生

と教職員等を対象にしまして、県内就職、県内

進学のイメージを広げてもらうため、県内の大

学、専門学校、企業、業界団体などを一堂に集

めた県内企業・進学先体験フェアを12月に開催

いたしました。

実施状況にありますとおり、シーガイアサミッ

トホールを会場に、企業、大学など79団体、高

校生約2,000名、さらには多くの教職員の方にも

参加をいただきました。

参加団体には、１年生でもわかりやすく、興

味、関心を持ってもらえるように、説明だけで

はなく、実際に仕事や事業の内容を体験できる

よう内容を工夫していただきましたけれども、

参加団体に積極的に質問をしたり、熱心に話を

聞く生徒さんも多く、大変反応がよかったと感

じたところであります。

次、（３）ですけれども、これは高校２年生と

教職員等を対象に、県内企業の魅力等を伝える

企業ガイダンスを２月に開催するものでありま

す。

実施予定にありますとおり、高校生の採用に

意欲的な企業109社、高校生約2,300名に参加し

ていただく予定となっております。

毎年、約3,000名の高校生が就職しております

けれども、教育委員会の協力もありまして、そ

の約８割に当たる多数の生徒に参加いただく予

定ですので、県内企業の魅力をしっかり発信し

ていきたいと考えております。
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昨年12月には、各高校に対しまして、参加企

業のＰＲ資料を既に配付しておりまして、生徒

さんには事前に十分に資料に目を通して参加し

てもらえるよう学校側にお願いしているところ

でございます。

次に、３ページをごらんください。

３のキャリア教育の支援であります。

まず、（１）でありますけれども、高校と県内

企業が連携しまして、インターンシップと比べ

てより専門的で長期的に、学校における授業と

企業における実習を並行的に行うデュアルシス

テムの構築に向けたモデル的な取組を、ものづ

くり分野とＩＣＴ分野において実施しておりま

す。

具体的には、実施状況・予定にありますとお

り、まず、①の協働実践プログラムですが、生

徒と県内企業の技術者が協働で作品を制作しま

して、その作品を昨年11月に開催されました「み

やざきテクノフェア」で展示紹介しております。

また、②の現場体感塾では、企業の現場等を

活用しまして、優れた技術や先駆的な取組等を

体感してもらい、学ぶ機会を提供するものであ

ります。

次に、（２）でありますけれども、高校生とそ

の保護者を対象に、労働法規など、働く上で必

要な知識や心構え、早期離職のデメリットなど

をわかりやすくまとめた就職ハンドブックを作

成するものであります。

生徒向けと保護者向けの２種類のハンドブッ

クをそれぞれ3,500部作成しまして、各学校へ配

付する予定としております。

次に、４のその他であります。

まず、（１）ですけれども、毎年、教育委員会、

宮崎労働局と共同で県内の主要経済団体に対し

まして求人の要請を行っております。

実施状況にありますとおり、今年度は11の団

体に対しまして、新規学校卒業予定者の積極的

な採用及び求人票の早期提出や若者の人材育成

の推進などについて、要請活動を行ったところ

であります。

次、４ページをごらんください。

（２）でありますけれども、県では県内の雇

用・労働に関する課題につきまして、産学労官

の代表で意見交換を行い、課題解決に向けた共

通認識を得る場として、宮崎県雇用政策懇談会

を設置しております。昨年８月、高校生の県内

就職率が２年連続最下位という結果を受けまし

て、この懇談会を開催し、若者の県内就職・定

着促進をテーマに意見交換を行ったところであ

ります。

各委員からは、「もっと宮崎のよさを見直し、

県内で働き、生活する機運を高める必要がある」、

また、「キャリア教育を、もっと早い段階から継

続して行い、子供たちに地域や仕事についてしっ

かり伝える必要がある」といった意見などが出

されまして、懇談会の最後には、取りまとめと

しまして、危機感を持って関係機関が連携し、

それぞれの立場でできる、できる限りの取り組

みを進めていくということを確認し合ったとこ

ろでございます。

私からの説明は以上でございます。

○四本教育長 おはようございます。教育長の

四本でございます。

本日は教育委員会と商工観光労働部、合同で

出席をさせていただいておりまして、高校生の

県内就職について御議論いただく場を設けてい

ただきましたことを感謝申し上げたいと思いま

す。座って説明させていただきます。

本県の活力を維持して、発展させていくため

には、高校生の優秀な人財が、１人でも多く宮
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崎に残って活躍していただくということが極め

て重要であると考えております。

このため、県教育委員会といたしましても、

商工観光労働部あるいは宮崎労働局等の関係機

関や企業等と連携をしまして、さまざまな取り

組みを通して、高校生や教職員に県内企業の魅

力をしっかりと伝え、高校生の県内就職率の向

上に取り組んでいるところであります。

今後とも横田委員長を初め、委員の皆様の御

指導・御支援を引き続きよろしくお願いを申し

上げます。

この後、教育委員会から、県内企業の魅力を

高校生に伝える取組について説明をさせていた

だきます。

詳細説明につきましては、学校政策課長から

説明させますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。

私からは以上であります。

○飯干学校政策課長 県教育委員会が実施して

おります県内企業の魅力を高校生に伝える取組

について説明いたします。

資料５ページをごらんください。

まず、１のこれまでの取組ですが、毎年の継

続的な取組としまして、（１）と（２）の取組を

行っておりますが、（１）の求人要請訪問の内容

につきましては、先ほどの説明と重複しますの

で（２）から説明いたします。

（２）のインターンシップや県内企業による

出前講座では、全ての県立高校において、イン

ターンシップや熟練工等による出前講座など、

県内企業の御協力をいただきながら実施してお

ります。

（３）の「見る・知る・体験する！高校生の

県内企業理解推進事業」は、本年度の新規事業

であります。

①にありますように、就職支援エリアコーディ

ネーターを拠点校６校に配置しております。

この就職支援エリアコーディネーターは、企

業の採用担当ＯＢや教員ＯＢなど、高校生の進

路指導に精通した人材でありまして、２つ目の

ポツにありますように、高校と行政、産業関係

団体等とのつながりを強化し、県内企業の理解

に向けた取組を推進してまいります。

また、３つ目のポツにありますように、イン

ターンシップや企業見学、外部講師の受入につ

いて、企業に働きかけ、受入先を新たに開拓し、

その情報を３月末までに全ての高校に提供する

ことや、４つ目のポツにありますように、企業

訪問により既卒者の就業状況を把握し、その情

報を各学校に提供してまいります。

なお、就職支援エリアコーディネーターが支

援する８つの地域と拠点校は、表のとおりとなっ

ております。

②のエリアネットワーク会議の開催ですが、

新たな取組として、県下８地域において、高校

と行政、産業関係団体が一堂に会し、地元企業

理解や県内就職促進に向けた取組について意見

交換を実施いたしました。５月、10月の年２回

実施し、参加人数は記載のとおりです。

資料６ページをごらんください。

③の企業見学会の実施では、県内企業の魅力

や働く人の魅力、職場の雰囲気を理解するため

の高校生及び教員を対象とした地元企業見学会

を実施しております。

９月末までの高校生の参加者は３年生です

が、10月以降は高校２年生を対象とした企業見

学会も実施しております。

（４）地元企業との連携では、今年度、新た

な取組として、工業高校による工業教育フェア

と、企業団体による「みやざきテクノフェア」
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を同時開催し、多くの工業高校生が県内企業の

優れた技術に触れる機会を提供いたしました。

（５）キャリア教育における取組では、昨年

度から全県立高校を対象にライフプランナーを

招き、宮崎で働く魅力や宮崎で生活するよさを

イメージさせる事業を実施いたしました。

また、本年度から、県教育研修センター内に

キャリア教育支援センターを設置し、小中高等

学校のキャリア教育を支援、推進しております。

（６）県内企業と学校との連携を推進するた

めの人的配置では、昨年度より雇用労働政策課

に教員１名を配置し、関係部局と緊密に連携・

協働しながら、県内就職の推進に向けたさまざ

まな取組を一体となって展開しております。

２の今後の取組でありますが、まず（１）県

内企業の情報提供、平成29年１月から３月では、

県内企業の情報や県内企業で活躍する人を掲載

したウェブサイトの閲覧ライセンスを契約し、

全ての県立高校に提供することで、企業や働く

人の魅力を伝えてまいります。

（２）の県内企業との連携では、企業と学校

の相互理解を深めるため、県内の中小企業の経

営者団体と進路指導担当者との意見交換会を行

う予定としております。

最後になりますが、（３）Ｕターン等について

の対策でございます。

将来、宮崎にＵターンして働く機会に備えて、

県外就職内定者に対して、Ｕターン等に関する

相談窓口、例えば若者就職支援の窓口や、ウェ

ブページの案内など、高校在学中に行うことと

しております。

また、ここには記載しておりませんが、県外

進学者に対しては、商工観光労働部と連携し、

高校卒業後も県内企業の案内や求人情報を提供

してまいります。

今後とも関係部局と連携しながら、県内企業

の魅力を高校生に伝えてまいります。

以上であります。

○横田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑等がありましたら、お出しいた

だきたいと思います。

○太田委員 ちょっと３つほど質問があります。

１ページの１の（１）の就職支援エリアコー

ディネーターで、この配置状況が５名というふ

うに書いてありますが、このコーディネーター

の身分というのは、例えば学校の先生であると

か、嘱託の、何かそういう人を配置しているん

ですか。この人というのはどういう身分になる

んですか。

○天辰雇用労働政策課長 県内就職支援員とい

うことで今年度から設置しておりますけれども、

この事業そのものをそういう人材派遣、そういっ

た育成を行っている事業者に委託しておりまし

て、その中で企業とのつながりのある方、そう

いった方を支援員として雇用していただき、直

接そこで企業と学校との連携を図っているとい

う形で、その会社の社員という身分になります。

○太田委員 関連して、その会社の社員という

ことで、委託しているということですが、大体

どのくらいの手当てを出しているんですか。

○天辰雇用労働政策課長 済みません、手当の

額についてはちょっと確認させてください。

○太田委員 関連して、教育委員会のほうで、

これは５ページのところの１の（３）に、就職

支援エリアコーディネーターを６校に配置とい

うふうになっていますけれども、商工観光労働

部のほうでは５名配置ということですが、この

６校と５名と、ちょっと数字が違うように思う

のですけれども、これは何かあるんですか。

○飯干学校政策課長 先ほどのものと、我々の
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就職支援エリアコーディネーターは、私立と公

立で全く別な人でありまして、県の教育委員会

のほうはエリアコーディネーターとして６名、

６校に配置しています。

○太田委員 わかりました。

全体的にいろんな取り組みをされているとい

うことについては評価して、ちょっとイメージ

がわからないので質問しておりますけれども、

それで、あと一つ、二つあります。

シーガイアに集まっていただいて、そういう

取り組みをされていますが、主に職業系の高校

の子供さんたちにやるのか、また、普通科の高

校の子供さんたちも含めて対応されているので

しょうか。

○天辰雇用労働政策課長 この２ページにござ

います出会いの場の提供でお話しますと、この

（１）の高校３年生につきましては、就職につ

いての企業説明会ですので、就職を希望する高

校生を募集しまして、参加してもらっています。

次の（２）の体験フェアにつきましては高校

１年生です。これは就職、進学を含めて、宮崎

にあるそういったものに触れてもらう、興味を

持ってもらうということで、進学、就職を問わ

ず、こういった内容で参加を募っております。

３番目のガイダンスにつきましては、就職を

希望する高校２年生ということで、今度開催す

る予定にしております。

○太田委員 わかりました。

もう一つ、本当にさまざまな取り組みをされ

ているわけですが、特に２ページの２の（２）

のシーガイアに集まっていただいてというとこ

ろでのイメージを確認したいんですが、2,000人

近い生徒が集まるわけですよね。

高校の部活の公式戦とかで、どこそこ遠征し

たときには、生徒さんの負担は全然ないんです

けれども、こういうシーガイアに集まっていた

だくための旅費というのは、既に予算組みはし

てあるんですか。それとも、個人の負担で集め

させているんでしょうか。

○天辰雇用労働政策課長 この２の（２）、（３）

のフェアとガイダンスにつきましては、こちら

でバスを手配しまして、各学校から直接来ても

らうということで、旅費という形では手当てし

ておりませんけれども、輸送につきましてはバ

スを手配しております。

○太田委員 イメージがわかりました。

私も高校生ができるだけ宮崎県に残ってほし

いなという思いで、どこに問題があるかなと考

えると、県庁でもそうだろうと思うんですが、

高校生を職員として採用して、現場の中で鍛え

ればどんどん伸びるような気がするんです。わ

ざわざ大学に行くなという意味ではないんです

が、大学卒業生でなくても高校生だって、現場

で何か法律用語なり、どんどん研修の中で鍛え

ていけば立派にやっていくのではないかという

気がします。私が市の職員だったころ、部下に

そういう者がいて、むしろ高校生のほうが素直

に伸びていくような感じがして、高校生採用と

いうことを県庁でも自治体でも、大いにしてい

くようなことがあってもいいのではないかなと

いうのが一つあります。

それと、県内に就職する場合は自宅から通え

るのが一番いいと思うんです。それが、延岡の

人が都城あたりまで行くとなると、アパートを

借りて行かないといけない。３万円から４万円

の家賃を出すとなると、なかなか難しくなると

ころがあるかなと、多少そういった家賃の補助

的なものも、何か企業の中で考えられたりする

ことで、できるだけ県内にとどまってもらうよ

うなこともできないかなと思ったりします。
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それは、政策的なことですからわかりません

が、都農町では、都農町に移住して就職する人

に家賃補助を１年間出しますというようなのも

あるようです。

そんな取り組みをしているところがあるもの

ですから多少参考になるかなと、企業のほうで

も何かそういったところを配慮したりすると、

県内にとどまることもあるかなと思って、提案

といいますか、披露しておきます。

何かありましたら。

○天辰雇用労働政策課長 委員がおっしゃいま

したように、県内であっても通勤等の問題があ

りますけれども、企業によってはそういった寮

を完備したり、大きなところになりますとそう

いうことが可能なんですけれども、中小になり

ますと、なかなかそれも厳しいということも実

際には聞いておりますので、そういったことに

つきましては、企業のほうから話が出ておりま

すので、今後は話していきたいと思っておりま

す。

県外の企業につきましては、最初からそういっ

たものを完備しまして採用するといったところ

も結構ありますので、それで県外に行くといっ

たことも話には聞いております。

○太田委員 わかりました。いいです。

○清山委員 教育委員会に考え方をお伺いした

いんですけれども、先日、県立高校のある進路

指導の先生に聞いたら、高校３年生が就職して

いくときに、先輩たちが就職していった県外企

業とのルートがある程度でき上がっていて、先

輩も行っていて話を聞いて、ある程度安心して

就職できるし、企業側も安定して同じ高校から

来てもらえるのでありがたいというふうに、そ

ういうルートがいろいろ確立されていると思う

んです。引き続き、そういうルートを維持して

いくことも必要だし、そういうふうに就職して

いく人たちと、ある程度自由に学校と生徒で選

んで申し込んで就活してやっていく人、そのほ

かにもパターンがあるかもしれませんけれども、

その２つあるとしたら、今回こういう県内就職

を促進するに当たっては、そういう県外企業と

のコネクションというか、今までの関係をある

程度切ってでも県内企業に振りかえていくのか、

それにはある程度ちょっとリスクを伴うという

か、ある程度思い切ったことなのかなと思うん

ですけれども、それとも今までのそういうルー

トはある程度維持しておいて、自由に選ぶほう

の枠でできるだけ県内を選択していただくのか、

その辺をどう考えておられるのでしょうか。

○飯干学校政策課長 今、委員がおっしゃった

とおり、後半のほうになるとは思うんですけれ

ども、企業が続けて卒業生を採用してくれてい

る、そういう企業を、やっぱり高校生が来たと

きに先輩が勧めるわけです。相談された保護者

や先生方も知っていますから、その企業を「う

ん、いいよ」とやっぱり勧めるわけです。

ただ、県内のほうにと考える場合には、県内

企業もできれば、毎年、安定して採用していた

だいて、必ず１年上、２年上の先輩がいるとい

うような流れができてくれば、できているとこ

ろもあるんでしょうけれども、それができてく

れば、その流れがまた自然とできていくのでは

ないかというふうに考えます。

ですから、急には無理ですけれども、採用に

関しては５年、10年かけてゆっくりそういう流

れを企業のほうにもお願いができればと、その

流れができていくと、先輩とか先生方も県内企

業を勧めると、本人もそれで決めるという流れ

ができていくものと考えております。

○清山委員 ある程度、その県外企業とのおつ
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き合いもあるけれども、少しずつそこは県内の

ほうに振りかえていきながらということで考え

てよろしいですか。

○飯干学校政策課長 あくまで企業を選ぶのは

生徒ですので、先生方がこういうふうに企業に

参加させたりして紹介はします。あくまで、最

後は生徒が決めるという形で行っていくと考え

ております。

○清山委員 最後に、今回県内就職が話題になっ

て、急に政策がたくさん進み始めてすごいなと

思ったんですけれども、切実に前から問題になっ

ている県内の医師不足の問題で、教育委員会は

中期計画の中で医学部合格100人以上を掲げてい

るんですけれども、本当にここにおいても100人

以上合格させて終わりで、一体その人たちがど

こに進学しようが余り関係ないというか、実際

に県内の宮崎大学に進む学生が30人、そしてそ

れ以外が70人とか、そういう割合で大体推移し

ているんです。先日、県内の医師確保のある協

議の話題として、もうちょっと医学部進学に関

しても、宮崎大学医学部とか県内の医療関係の

情報に触れられる機会があればいいなというこ

とが出ていたので、また話をさせていただきた

いと思いますけれども、そういう視点も持って

いただければと思いました。意見です。

○天辰雇用労働政策課長 先ほどの点の県内就

職支援員の報酬の関係なんですけれども、予算

積算上では月20万円の５人分、１年分というこ

とで積算して委託をしております。

○坂口委員 一時期、ちょっと大きい問題になっ

ていた短期離職について、勤めて１年以内がか

なり深刻な数字だったと思うんですが、どんな

ぐあいに推移してきていますか。１年以内、２

年以内でかなりの人間が、半分近くだったかな。

（「３年で半分ぐらいだったですね」と呼ぶ者あ

り）

○天辰雇用労働政策課長 離職の話につきまし

ては、おおむね３年以内の離職を早期離職とい

うことで計算しているんですけれども、本県の

直近の数字でいきますと、高校生の３年以内の

離職率は、平成25年の卒業生が43.9％となって

おります。

ちなみに、全国が40.9％ということで、若干

そこの差がございます。

○坂口委員 どう推移してきていますか。

○天辰雇用労働政策課長 推移としましては、

平成25年が43.9％ということなんですけれども、

その前年の平成24年が47.2％、平成23年が48.3

％でおおむね50％弱で、40％から50％の間で推

移してきております。

○坂口委員 ちょっと記憶が曖昧で、よそに比

べて本県がちょっと深刻だったかなというのが

あるんですけれども、そういった中でこれの改

善策、歯どめ策をかけながらのアピールでない

と、やっぱりいい面だけ見せて、入ってみたら

全く違うじゃないかということになると、これ

は不幸へ導く政策になりますよね、やっぱり転

職、離職というのは今は大変です。

そして、今、清山委員の質疑にも関連するん

ですけれども、終身雇用制が大方壊れたという

中で、それがよそよりまだ保たれているという、

そういったものというのは、やっぱり宮崎はま

だいい点じゃないかなと思うんです。

そこらを総合的に勘案していって、県内にシ

フトしていきながら、１、２割ぐらい県外に逃

したって、それ以上に半分もやめれば意味のな

いことですから、そこへの歯どめというのをよ

り一層かけていかないといけない。コーディネ

ーターの人たちはスカウトマン的な立場でコー

ディネートをやるんじゃなくて、その子のため
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にコーディネートをやるということで、企業任

せ、外部任せのコーディネートもいいけれども、

これは予算をかけてでも、大きい政策の柱の１

つとして、就職した人が生涯その仕事をずっと

積み上げていく、自分のものとしていくという

ようなところまでやるコーディネートのほうが、

最終的な効果というのは大きいと思うんです。

就職で、3,000人くらい県外に逃していると言い

ながらも、これをどうとめるかというよりは、

むしろせっかく勤めた人たちが、その職をずっ

と持続していけるような就業環境というのを構

築してあげる政策に重きを置いたほうがいいよ

うな気がするんですけれども、そこらはどんな

ふうに考えられていますか。

○中田商工観光労働部長 坂口委員がおっしゃ

るとおりだと私も思っています。

まず、離職率を下げる方法はいろいろあるん

だろうと思いますけれども、今おっしゃいまし

たとおり、勤務条件の問題ももちろんあります

けれども、まず入るときにその企業のことをど

れだけ知って入るのか、ただ、勧められたから

入って、入ってみたら自分が考えていたのと全

然違ったということでやめる方が非常に多いと

いうふうに聞いています。

ですから、入る前に、その企業のことをしっ

かりと理解した上で入る、関心を持った企業に

入るということであれば、企業さんの話をいろ

いろ聞くと、やっぱり長続きしますよとか、一

生懸命取り組みますよという話も聞いておりま

すので、今、取り組んでおります企業のことを

しっかり先生なり、生徒なりに事前に知っても

らうという取り組みを、まずしっかりやってい

くことが大事なのかなと考えています。

おっしゃるとおり、離職率を下げるというの

も、非常に大きな問題というふうに認識してお

ります。

○坂口委員 そこのところをぜひ意識しながら、

せっかくのこういう事業ですからやっていただ

きたいと思います。今、清山委員が言われたよ

うに、先輩が後輩に声をかけるというのは、そ

れをより一層確実なものにする、知っている人

が自分の後輩を欲しがるというような企業、そ

ういうところはやっぱり定着率がいいと思うん

です。

そういう意味の事業になっていくように、た

くさんの人が県内に残って、残った人がたくさ

んそこに定着していくという両建ての政策を目

指してほしいと思います。これはもう要望にし

ておきます。

○岩切委員 ２点確認をさせてほしいんですが、

高校生が職業系の高校で最終的に就職試験を受

けるに当たって、今は並行して２社または３社

程度を希望することが難しく、１社に絞れとい

うことを求められて希望して、そこで採用され

なかった場合に、第２希望、第３希望になりに

くいシステムがあるというような話を聞いたこ

とがあるんです。実際、その辺の学校における

就職支援というのは、そういう生徒さん方の不

安というか、ここに行きたいけれども落ちたら

どうしようというようなものをフォローアップ

するような流れになっているのか。

さらには、特に大企業である九電を受けたい

けれども通るかどうかわからん、だからここに

するというような選択の仕方を求められたと

いった話なんですけれども、そのあたりのシス

テムはどうなっているのかというのが１点です。

２点目ですけれども、学校として県内就職、

何人という数字を報告されているんだろうと思

いますが、県内の派遣会社に就職するという場

合、実は生身の体は県外に行っているというこ



- 11 -

平成29年１月27日（金曜日）

とにはなっていないのか、そのあたりをちょっ

と教えてください。

○飯干学校政策課長 高校生の就職は、求人票

を見て８月中旬ぐらいまでに決めるんですけれ

ども、高校生から同じ会社に複数希望が出て、

会社のほうはその高校から例えば１名しか出す

ことができませんといった場合は、学校のほう

で校内選考を行って、選ばれた１名が９月16日

からの試験を受けることになります。選ばれな

かった生徒は、すぐに８月中にほかのところを

探した上で、基本的に１人１社といいますか、

会社が学校に希望した数だけの人数しか受ける

ことができません。

そこ辺が大学と違って、大学は幾つか受けた

ところ全部通れば、３つのうちから２つ、１つ

を選べるとかあるんですが、それではない。

ところが、落ちた生徒たちは、落ちたとわかっ

た時点で、次のところをすぐに探し始めます。

それと、11月から複数の受験、１社２名以内

とか、11月からはそれが可能になりますので、

そういったシステムを使いながら就職を決めて

いくということになります。

派遣について、ちょっとその実態といいます

か、実際に県外に行っている場合に、学校から

の報告がそれをどう取り扱っているか、ちょっ

とその実態がまだつかめていないのでお待ちい

ただきたいと思います。

○岩切委員 ありがとうございました。

聞きにくい話だったんですけれども、校内選

考で絞るということで、11月から複数受験とし

ているというようなお話でした。

校内選考の難しさはいろいろあると思います

から、それにどうのこうのと言っちゃうと、混

乱してしまうと思うんですけれども、11月から

複数受験が解禁されるというシステムは、学校

側の倫理なのか、企業側の問題なのか、どうな

んですか。

○飯干学校政策課長 このことに関しましては、

労働局と県教育委員会と商工観光労働部で決め

ています。

○岩切委員 ありがとうございました。

ちょっと話が変わるんですけれども、資料の

３ページ、４ページなんですが、その他の欄に、

経済団体等との議論、やりとりが書いてありま

す。

特に、雇用政策懇談会の席上、雇用する側の

代表の立場の方が、県内外の賃金差というもの

を話題にされて、県内でも雇用を確保していく

ために、高校生の賃金を上げていこうというよ

うな問題提起をされたというふうに伺っていま

すが、もしそのことが事実であれば大変ありが

たいなというふうに思うんです。

そのあたりの報告がどこまでできるのかわか

りませんが、もしそれなら、ぜひそういった方

向に誘導していただきたいなというふうに思う

んですけれども、お話いただけますか。

○天辰雇用労働政策課長 この雇用政策懇談会

につきましては、平成27年度からやっておりま

して、平成27年度に１回目、平成28年度に２回

目を実施し、両回とも高校生の県内就職・定着

の問題というテーマを持ちまして、ここに書い

てありますようなそれぞれの立場から御意見を

伺っております。

そういった中で、結局、県内ではなく県外が

多いと、そういった賃金の問題等も意見として

は出ておりますけれども、それについて議論し

て報告するなり、そういった形ではまだ出てお

りません。

現状としては、あくまで県内就職促進のため

にどういった具体的な手段を講じたらいいのか
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ということで、企業側からも企業として努力す

べきこと、やるべきこと、そういったお話は聞

いておりますし、連合宮崎、あと宮崎大学の先

生、そういった方からもいろんな意見をいただ

いておりますけれども、そういうのを勘案しま

して、私どもの次の施策等に生かしていこうと、

そうしてくれということで意見は出ております。

○岩切委員 ありがとうございました。

○井本委員 かねがね私は思っているんだけれ

ども、そもそも論で、何で県内就職率がワース

トと言われるのか、最低ということは私もわか

りますよ、悪いという価値判断が入ってますよ

ね。県内就職率が低いということは、悪いこと

だということですよね、これはなぜですか。

○四本教育長 委員のおっしゃることは非常に

よくわかるところでありますが、少し長い話を

すれば、今まで、県内の高校生は県外にも県内

にも毎年たくさん就職をしてきました。

御案内のとおり、昔は集団就職列車というの

があって、就職するときは関西とか中京方面に

行って就職をするというのが、大多数であった

と思っております。

近年、県内企業も大分ふえてきて、少しずつ

県内もふえているわけですが、学校現場あるい

は親の感覚として、必ずしも県内に就職させな

いといけないという感覚は、そんなにはなかっ

たんだと思います。

先生も、就職希望の優秀な高校生を中央の一

流企業に勤めさせるということが、むしろ使命

だと思っていたのが、普通だったのではないか

と思います。

それで、今これが言われるのは、一つは最下

位になったということでありますが、じゃあ、

前は全国で、トップレベルで県内就職が高かっ

たかというと、全くそういうことではなくて、

せいぜい下から２番目ぐらいだったのが、今度

一番下になったので、何かちょっと注目を浴び

ているところがあります。

加えてリーマンショック後の景気回復で、全

国的にも、また、県内企業的にも人手不足とい

うことなども出てきて、それで県内就職率が最

低だと、何とかしないといけないという話が、

どうもここ一、二年、クローズアップされてき

たような気がしております。

ある考え方をすれば、何も県内に無理して就

職させなくてもいい、優秀な子供たちをどんど

ん中央に送り出せばいいじゃないかという考え

方も成り立つわけでありますが、しかし一方で、

我々の地域振興ということを考えれば、やはり

子供たちをできるだけ県内に残す、それは就職

もそうでありますし、先ほど清山委員も言われ

た進学、特に県内への医者の確保ということに

なってくると、全くのニュートラルで子供たち

に県外でも県内でも就職・進学しなさいという

のではなくて、いろんな意味でちょっと県内に

シフトした考え方を教育関係者というか、就職

指導者あるいは進学指導者も頭の中に入れてい

かないと、これから先は少子化で子供がどんど

ん少なくなってくるわけですから、地域振興と

いう面からは非常に問題になってくると思って

おります。

井本委員の御質問の答えになっているかどう

かは、ちょっと自信がありませんが、そういう

ことであると思っております。

○井本委員 私も長いこと県議会議員をやって

いるけれども、ワースト１と言われ出したのは、

本当、この一、二年よね。

どうもはやり病のような、結局、やってみた

ら何でもなかったという話になって、合併のと

きだっていろいろと言っていたけれども、結局
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やってみたら、だめだったという話だし、一種

の行政の、政治の何かはやり病のような、今回

もそんな気がするんだけれども、結局、やって

みて何でもなかったという話になるんじゃない

かなと思って、私なんか心配するんだよね。

もちろん地元に残ってもらうのは、それにこ

したことはないんだけれども、ワーストという

言葉を使い出したのは、恐らく県内就職率が高

いところの県が言い出したんじゃないかと、私

なんかは勘ぐっているんだよね。だから、特に

増田レポートが出て、人口減少という話になっ

てきて、じゃあ、本当にそのベスト１、２、３

の県の人口が減っていないのか、その辺は本当

にどうなんですか。

○川越教育次長（教育政策担当） よく話題に

なります富山県、石川県、福井県を見ますと、

当然人口は減ってきています。

数字の話で盛り上がっているところがどうし

てもあって、そもそも論の話を申しますと、就

職する数、就職数という考え方でいけば、宮崎

県は非常に多いんです。そもそも論で話をしま

すと3,000名ぐらいいます。

これが、石川県、福井県になると2,000名また

は1,600名ぐらいです。当然、分母が少ないから80

％、90％になるということで、そのことが一番

大もとになって比較されていますので、どうし

てもワースト１というふうになってしまってい

る。

そこ辺のところがわからずに、県内就職が少

ないということで論じられているというのは、

ちょっと私たちも困ったもんだなあというとこ

ろは若干ありますが、ただ、今、我々が気をつ

けなきゃいけないのは、先ほど教育長もおっしゃ

いましたけれども、県内の人手不足、地域振興

というところもありますけれども、今まで県内

に企業がこれだけあったということを知らない

で出ていってしまってはいないか、そのところ

に対するアプローチというものが、今後はやっ

ぱり必要だということの再認識だというふうに

考えていただければいいかなと思います。

○井本委員 私もそれはいいと思っているんで

す。確かに県内の今までわからなかった情報を

知らしめて、できるだけ県内にとどまってもら

うというのは、それは悪いことじゃないんだけ

れども、何でワーストと言われないといかんの

か、本当におもしろくないという、恐らく濵砂

委員も帰ってきて、変なものが話題になってい

るなと、本当、そんな考えを持っているんじゃ

ないかと思うんだけれども、私は一種の何かは

やり病のような、そんな気がするんだけれども、

まあ、いいですわ、わかりました。

○坂口委員 これはもう個人的な考え方だけれ

ども、それは大きな国の置かれている立場の違

いだと思うんです。

人口増、右肩上がりの時代、この時代は県の

教育方針も世界に羽ばたく若人をつくろうとい

うことで、よそに出て行け、出て行けだったん

ですよ。

それはもう学校が積極的に、よそに出て行く

人材を育てていた。それは右肩上がりの時代で、

よそに出れば、とにかくその子の幸せが待って

いるという時代だったんです。

今は、もう国の交付税の配分の仕方まで変わっ

たわけですね。人口減少と特別対策事業という

のを組んで政策を打って、人がふえ出したとこ

ろにはたくさん交付税やりますよという出来高

払い、交付税本来の性格を無視した配分で、も

う人をふやすというのが、国家的なもう命題に

なったわけです。

だから、本県でも人をふやすためにはという
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ことで、何も企業がたくさんあって、人が残ら

なかったわけじゃなくて、受け皿となる企業も

なかったわけです。

当時、よくそういう議論のときに使われるの

が県外勘定で、平成８年ですかね、人口がピー

クに来て、そのときの人口が117万7,000人で、

そのときの県外勘定というのは、5,200億円を超

えてましたよ。まだまだ赤字がふえていく、で

も、そういったものを何とかやりくりしながら、

よそにどんどん人を出していった。

ところが、今はそれじゃだめだという時代、

人が減りだしてもう少なくなるぞ、自治体もな

くなるぞという時代になって、残そうとしたと

きに企業がなかったから、まずは職場づくりか

らやっているわけで、今のそもそも論は僕は違

うと思うんです。

働く場もなかった。よそに求めるのが県のた

めだったという時代があったわけです。そうい

う努力をしていきながら、県外勘定というのが

ようやく1,000億円ぐらい改善できて、今はほ

ぼ4,000億円、商工観光労働部長は詳しいと思う

んですけれども、4,000億円を切るか切らないか

というところまで努力してきた。

働き手がいなくなったから、なかなかやろう

といったって、座布団が整わなくなったよとい

うことで、県が発展していくためには残さなきゃ

ならない、そういう宿命になってきたわけです。

時代の変わりなんです。

だから、そういうことで、そもそも論はそれ

は違うと思うんです。

だから、人をふやさざるを得なくなって、地

域間の食うか食われるかの競争時代に入ったん

だ。よいにせよ悪いにせよ、そこに定着する人

をつくらなきゃいけない、それが県行政の役割

で使命なんだという時代で、そういう使命で人

を、子供たちを導くわけです。

じゃあ、その子供たちがどうしたら幸せにな

るかというものを、行政が総合的にそういう環

境を整えていく。

商工観光労働部は、企業をつくり、そこに人

財を残す、そのための人づくりを委員会がやる。

今度はその子供たちが幸せになることは、総合

的な政策でそれぞれ所管している部がやってい

くということで、そこのそもそも論はちょっと

違うんじゃないかなと思うんです。

何かコメントがあればいただいてもいいし、

無視じゃないけれども、そういう考え方もある

なぐらいで放置していただいてもいいけれども、

僕はちょっと違うんじゃないかなと思います。

○四本教育長 委員のおっしゃるとおりだと思

います。

井本委員がおっしゃる、今は言っているけれ

ども後でこんなことを言わなくなるんじゃない

かというような、これはわかりませんけれども、

私どもとして企業にお願いしたいのは、今は人

手不足ということで、地元企業も一生懸命努力

をされて求人をされたり、あるいは条件を上げ

られたりしています。

これが例えば、また不況が来たときにもう

ちょっと要らんわと、県内企業の求人数がぽこっ

と減るようなことになると、せっかく地元に残っ

てほしいという、そういう機運が仮に少し高まっ

たとして、そういうことがあると本当にもうだ

めになって、やっぱり県内企業はだめだろうと

いう話になってしまいます。というのは、もち

ろん、これは中央の大きな企業と県内の小さな

企業、体力差があるから大変なんですけれども、

大きなところは不況であっても、何とか頑張っ

て求人を続けていただいていたというところが、

やっぱり学校現場の信頼関係につながっている
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面もありますので、そういう意味では県内の中

小企業もできるだけ安定した求人というんで

しょうか、雇用をしていただくように、お願い

をできればいいなというふうに思っているとこ

ろです。

○井本委員 私の感想として、何か時代がこう

全部、保護主義的な方向に向かっているじゃな

いか、何かそんな感じがしますね、感想です。

○中田商工観光労働部長 先ほど坂口委員が

おっしゃったとおりだと思っていまして、やっ

ぱり我々行政からすると、宮崎の元気を保って

いかないといけないわけです。

そのためには、若い人に残ってもらわないと、

当然人口もどんどん減っていきますし、要する

にまちに活力がなくなってくる。

だから、若い人たちがやっぱり住みたいとか、

働きたいと思えるような地域づくり、企業づく

りをやっていくというのが、我々行政の大きな

使命だと思っています。

そうすることによって、宮崎県の発展が維持

されるということになるんだろうと思っており

ますので、企業誘致も含めて魅力ある企業を、

成長させるような企業をできるだけつくってい

く、それと住みやすい、やっぱり若い人たちが

宮崎に残りたいなというような地域を行政、我

々県庁マンとしては、しっかりつくっていくと

いうのが使命なんだろうというふうに思ってお

ります。

○清山委員 委員によって、考えがちょっと違

うと思うんですけれども、これはすごく力を入

れなきゃいけない分野だと思っているんです。

当然、坂口委員がおっしゃったように、戦後、

人口が爆発的にふえていた時代は、いかに出生

率を減らすかというのが政策課題であったし、

農村部から次男、三男をどんどん都市部に送り

込むのが、必要な施策だったんですけれども、

今、人口減の時代なので、政策がシフトチェン

ジしていくのは当然のことで、それをシフトチェ

ンジし切れないところがどんどん課題を抱えて

いって、人が減っていくわけです。実際に人が

いなくなれば、この間、都農高校が非常に話題

になったように、当然、高校だって廃校、統合

していくし、小学校も廃校になって、それに対

して非常に残念に思うし、悲しくなる。地域か

ら活力がなくなっていくし、今、実際に働く現

場でも介護施設とか、人手不足がゆえに、人が

いないから潰れていくところもある。それをよ

しとできるはずがないので、もう完全にシフト

チェンジして、ぜひ県内に人がたくさん生まれ

て残っていくように、全力を入れていただきた

いなと思います。教育委員会のＵターンの対策

と書いてありますけれども、この間、富山県に

行ったときは、富山県知事は物すごくＵターン

にも力を入れていて、知事みずからが県外に出

ていった子供の家族を集めて、そこでプレゼン

テーションをして、とにかく帰ってきてくれと

いう話をするというので、そこは都道府県によっ

て、歴史的に力の入れ方もすごく違ってきてい

るから、宮崎県もしっかり力を入れていただき

たいと思います。この件に関して、僕は、議員

になった当初から、医師という観点からずっと

取り組んできた話で、いかに宮崎に残ってもら

うかと、だけれどもさっき、委員から出たよう

に、能力があって外に出ていきたいという若い

人たちを無理やり残らせるんじゃなくて、宮崎

で仕事をして生活をしていきたいという、その

魅力を高めて自然に残っていくのが一番ベスト

だし、さらにミスマッチで情報が足りなければ

情報をしっかり届けて、ミスマッチをなくして

少しでも残していくようにするとか、それぞれ
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の問題に対して施策が変わってくると思うので、

ぜひ力を入れていただきたいなと思っておりま

す。

○井本委員 私は若いころ世界をずっと旅して

きたんです。

そのときに、スウェーデンとかノルウェーと

か、ああいう人口の少ないところがみんな豊か

に暮らしているんです。

なぜ、あんな少ないところなのに、みんな豊

かに暮らしているんだろうか、日本はこんなに

人口が多いのにまだ追いつかない、どこに差が

あるんだろうかという思いで私は行ってきたわ

けです。

今、実際に高齢化を迎えているわけで、確か

にそうなんだけれども、少子高齢化のときと、

いわゆる平常時代とはやっぱり違うと私は思う

んです。

これは、やっぱり平準化していく、今、確か

に少子高齢化でお年寄りが多いし、ある程度人

口がおさまってくると、私は豊かな時代に、恐

らくスウェーデンやノルウェー、フィンランド

みたいなところを実現できるんじゃないのかな

と思っているわけです。

だから、その辺の持っていき方を、もうちょっ

とスムーズにやるべきじゃないのかなと思って

いるわけです。

単に人口減が悪いという、私はそうは思って

いないんです。それは考え方の違いで結構です。

だから、そこをスムーズにやったらいいでしょ

う。

○横田委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、もうないようですの

で以上で終わりたいと思います。

商工観光労働部の皆さん、教育委員会の皆さ

ん、ありがとうございました。お疲れさまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時５分休憩

午前11時６分再開

○横田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

次に、協議事項（１）の委員会報告書骨子案

についてであります。

お手元にＡ３版の資料が配付されていると思

いますので、ごらんください。

これは正副委員長のほうで作成しました委員

会報告書の骨子（案）であります。

Ⅱ、調査活動の概要につきましては、当委員

会のこれまでの活動内容を体系的に整理して章

立ていたしました。

具体的には、１、人口減少の抑制について、

それから右側にまいりまして、２、これからの

みやざきの産業について、３、高齢者が住みや

すい社会についての３つの章で構成し、それぞ

れごらんいただいておりますような項目に分け

て、調査の内容、委員会としての意見等につい

て記述することとしており、最後の結びのとこ

ろで全体を総括したいと考えております。

骨子（案）の詳細につきましては、深江書記

のほうから説明をしていただきますので、深江

書記、よろしくお願いします。

○深江書記 書記の深江でございます。座らせ

て説明させていただきます。

では、御説明申し上げます。

Ａ３版の「みやざき創生対策特別委員会骨子

（案）」をごらんください。

まず、Ⅱの調査活動の概要からであります。

前書きのところで、調査項目設定の経緯等を
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整理しているのですが、矢印の２つ目、「本会議

においては、平成27年度に地方創生に関する地

方創生対策特別委員会を設置し、調査活動・政

策提言を行ったところですが、当委員会では、

前年度の特別委員会の調査活動を踏まえ、喫緊

の課題である地方創生についてさらに調査を行

うという観点から、１、人口減少の抑制につい

て、ほか２項目について調査を行いました」と、

そういう書き出しで始めたいと考えております。

まず、１の人口減少の抑制についてでありま

す。

人口減少を想定し、本県の特性を踏まえた上

での人口減少対策について調査しました。

（１）本県の人口問題に対する基本認識で、

本県の現状について整理をしております。

（２）自然減対策では、本県の少子化の現状

と「みやざき子ども・子育て応援プラン」によ

る取り組み、そして県外調査で訪問した島根県

の子育て支援等の少子化対策について記載しま

す。

（３）社会減対策では、①移住施策の促進に

ついて、まず本県における移住・ＵＩＪターン

の取り組み、調査で訪問した大分県竹田市、京

都府、大阪ふるさと暮らし情報センターの視察

内容について記載します。

次に、②若年層の県外流出抑制についてです

が、本日の調査内容を踏まえて整理いたします。

（４）県への提言といたしましては、委員か

ら出ました、結婚しない人たちを、まず結婚し

たい方向に意識を向かせることが必要、子育てっ

て楽しいよといった機運を醸成することが大事

じゃないかといった御意見、また、移住施策の

展開については、関東だけではなく、関西のほ

うにももう少し目を向けるべきではないかと

いった御意見があり、また、事例といたしまし

て、調査に行った島根県で助産師による妊娠・

出産についての生の学習講座による啓発事業、

そして保育料の一部軽減による子育て世代への

経済的支援、また、仕事と子育てが両立しやす

い職場づくりを進める企業への支援に取り組む

「こっころカンパニー事業」を調査したところ

であります。

これらを踏まえまして、県への提言について

は、結婚・妊娠・子育てに関する啓発事業の推

進、子育て世代への経済的支援、そして仕事と

子育ての両立に向けた職場づくりの推進を考え

ております。

そして、移住施策については、移住相談員の

スキルアップや関西地区へのＰＲ強化などの移

住施策の推進を要望したいと考えております。

次に、資料の右側の２の、これからのみやざ

きの産業についてであります。

人口減少社会に向け、本県の特性を生かした

産業振興について調査を行いました。

（１）本県の経済産業の構造で、本県の現状

について整理をしております。

（２）産業振興についてですが、①成長産業

の育成では、これからの本県の産業において、

地域経済を牽引する成長産業の育成が必要であ

り、本県の特性を生かした成長産業に関してフ

ードビジネス、食関連産業の取り組み状況とそ

れに対する委員会での意見、視察の内容を整理

しました。

②農林水産業における高付加価値化に向けた

取組では、今後、労働力人口も減少することが

見込まれることから、本県の基幹産業である農

林水産業について、生産性向上、高付加価値化

の観点から、県の取り組み状況と委員会での意

見を整理しました。

③中山間地域における産業振興では、人口減



- 18 -

平成29年１月27日（金曜日）

少が加速度的に進行している中山間地域におけ

る産業振興について、県の取り組み状況と委員

会での意見を整理しました。

④地域間連携による産業振興では、県内、県

外視察の内容を整理しました。

（３）産業を担う人財の育成についてですが、

本県の産業を創生する人財育成の取組の概要と

県内視察の内容を整理しました。

（４）労働力不足についてですが、宮崎労働

局との意見交換の概要と県外視察の内容を整理

しました。

そして、（５）県への提言ですが、人口減少が

進展する中にあっても、本県経済の活力を維持

・活性化していくことが必要であるため、本県

の特性、強みを生かした産業の高付加価値化に

向けた取り組みの推進、労働力不足が懸念され

る分野への人材確保の推進、地域資源を活用し

た取組の推進を要望したいと考えております。

次に、３の高齢者が住みやすい社会について

であります。

まず、現状把握といたしまして、（１）県内の

高齢化の推移について整理しました。

（２）健康長寿社会づくりについてですが、

県内の取組状況を記載します。

（３）地域包括ケアシステムについてですが、

県の取組状況と大分県竹田市での視察内容を取

りまとめたいと考えております。

（４）日本版ＣＣＲＣについてですが、元気

な高齢者の移住として、国が主導しております

が、医療・介護保険等の負担の問題などの課題

がある中、県や市町村の取り組み状況、医療法

人玉昌会の視察内容について取りまとめたいと

考えております。

（５）県への提言ですが、まず高齢者自身が

心身ともに元気であることが重要であることか

ら、健康寿命を延ばすためのいきがいの例示で

あったり、また、いきがいづくりという観点か

らの高齢者の社会参画の推進、そして地域包括

ケアシステムの広域的な支援や日本版ＣＣＲＣ

に向けた検討を要望したいと考えております。

Ⅲ、結びでありますが、それぞれの調査項目

での提言を総括として結びとし、Ⅳ、資料とし

て、調査活動の経緯等を整理したいと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

○横田委員長 報告書、骨子（案）の説明は以

上ですけれど、委員の皆様方から御意見を伺い

たいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時14分休憩

午前11時21分再開

○横田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

ただいま御意見をいただきましたけれど、い

ただいた意見を踏まえながら、さらに委員会報

告書の案を作成していきたいと考えます。

報告書そのものにつきましては、正副委員長

に御一任いただき、案ができましたら、印刷の

スケジュールの関係で個別に御了解をいただき

たいと考えておりますけれど、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきます。

でき上がりました報告書は、ほかの２つの委

員会の分と合冊して、２月定例会の最終日に議

場で配付することになりますので、御了承をお

願いしたいと思います。

なお、３月17日の委員会では、２月定例会最
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終日に私が行います委員長報告の案につきまし

て、御協議をお願いしたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、協議事項（２）のその他

で、皆様のほうから何か御意見ありませんか。

よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、最後になりますが、

次回の委員会は３月17日、金曜日、午前10時か

ら予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。

以上で本日の委員会を閉会いたします。あり

がとうございました。

午前11時23分閉会


